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１．粟国空港ＰＩの進め方について

■背景

国土交通省航空局は、交通政策審議会航空分科会の答申※１（平成１４年１２月）を踏

まえ、「一般空港の滑走路新設または延長事業に係る整備指針（案）」（以降「空港整備

指針（案）」と言う）及び「一般空港の整備計画に関するパブリック・インボルブメント

・ガイドライン（案）」（以降「ＰＩガイドライン（案）」という）を公表した。

今後の一般空港の整備は、「ＰＩガイドライン（案）」基づく空港計画の合意形成手続

きを実施するとともに、「空港整備指針（案）」に基づき事業評価を行うことにより、真

に必要性が認められるものに限って事業採択することとしている。

※１ 交通政策審議会航空分科会答申（抜粋）

◇ 滑走路新設・延長に係る新規事業については、国が空港整備の指針を明示し、整備主体

において需要・必要性の十分な検証、空港計画の十分な吟味、費用対効果分析の徹底等を

行って、真に必要なものに限って事業化することとし、また、透明性向上の観点から、

構想・計画段階におけるＰＩ等の手続きをルール化するべきである。

■基本方針

空港整備におけるＰＩは基本的に「一般空港の整備計画に関するパブリック・インボ

ルブメント・ガイドライン（案）」（ＰＩガイドライン）に基づき実施されるものである

が、粟国空港については離島空港であり、離島住民の福祉や民生の安定向上及び離島振

興を目的としていること等から、ＰＩの実施については、以下の点に留意する。

① ＰＩにおける情報提供・意見収集は特に地元粟国村の住民や地元関係団体等を重

点的に実施する。そのため「粟国空港協議会」のもと、沖縄県と粟国村が協働で実

施する。

② 空港の拡張整備計画については、過去における検討経緯や今後予定している空港

基本設計の検討結果等について情報提供を行い、これに対する意見収集を行う。

■ＰＩ実施の流れ

粟国空港の整備計画にかかるＰＩについては、現空港位置での拡張整備を検討してい

ることから、施設計画段階のＰＩ（施設配置等の計画）として実施する。

ＰＩにより得られた住民等ＰＩ対象者の意見を集約し、事業主体としての対応方針

及び空港整備計画を決定する。

また、ＰＩの実施に当たっては、ＰＩ評価委員会を設置し、同委員会の意見を踏まえ

ながらＰＩ実施計画の策定及びＰＩ実施を行う。
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２．粟国空港ＰＩ評価委員会について

■評価委員会の目的

評価委員会は、粟国空港協議会が行う粟国空港のＰＩのプロセスや結果について、評

価・助言を行うことにより、ＰＩの透明性、公平性や公正性を確保することを目的とす

る。

■委員会の審議予定（全４回予定）

開催予定年月日 審議内容等

第１回委員会 粟国空港の現状と課題及びこれまでの粟国空港整備の取り組み等を

平成２１年１０月 報告するとともに、粟国空港の施設計画段階のＰＩ実施方法について

那覇市開催 提案し、ＰＩ実施計画書（素案）の成案に向けた意見を得る。

○議事項目

①粟国空港の整備について

②粟国空港ＰＩの進め方について

③ＰＩ実施計画書（素案）について

第２回委員会 第１回ＰＩ評価委員会の意見を踏まえた「粟国空港拡張整備事業に

平成２１年１１月 係るＰＩ実施計画書(素案)」の修正案を提示し、同案の了承を得る。

（開催予定） また、施設計画段階のＰＩの実施を周知するためのパンフレット（素

案）を提案し、その内容について意見を得る。

○議事項目

①ＰＩ実施計画書（修正案）について

②ＰＩ周知のためのパンフレット（素案）について

第３回委員会 粟国空港のＰＩ実施で提供する情報内容及び手法等について、意見

平成２２年３月 を得る。

（開催予定） ○議事項目

①粟国空港調査報告書（案）について（整備の必要性、施設計画

の妥当性、整備の効果等）

第４回委員会 粟国空港のＰＩ実施で寄せられた意見に対する対応方針について意

平成２２年６月 見を得る。また、ＰＩ実施目標が達成されたか否かの評価を得る。

（開催予定） ○議事項目

①ＰＩ実施の結果について

②ＰＩ実施で寄せられた意見に対する対応方針について














